
 

海田町告示第２５号 

海田町特別保育事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

 

海田町長 竹 野 内  啓 佑 

 

海田町特別保育事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

海田町特別保育事業費補助金交付要綱（平成６年海田町告示第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表延長保育促進事業の項中「２０，２００円」を「２１，２００円」に，「４０，４

００円」を「４２，４００円」に，「６０，６００円」を「６３，６００円」に改め，同

表一時的保育事業の項基準額の欄を次のように改める。 

（１） 一般型 

年間延べ利用児童数に区分される次に定める

額（１か所当たり年額） 

５０人未満 

１，４７３，０００円 

５０人以上１００人未満 

１，９７３，０００円 

１００人以上２００人未満 

２，４４４，０００円 

２００人以上３００人未満 

２，９４５，０００円 

３００人以上９００人未満 

３，２４０，０００円 

９００人以上１，５００人未満 

３，４７０，０００円 

１，５００人以上２，１００人未満 

５，０１２，０００円 

２，１００人以上２，７００人未満 

６，５５４，０００円 



 

２，７００人以上３，３００人未満 

８，０９６，０００円 

３，３００人以上３，９００人未満 

９，６３８，０００円 

３，９００人以上４，５００人未満 

１１，１８０，０００円 

４，５００人以上５，１００人未満 

１２，７２２，０００円 

５，１００人以上５，７００人未満 

１４，２６４，０００円 

５，７００人以上６，３００人未満 

１５，８０６，０００円 

６，３００人以上６，９００人未満 

１７，３４８，０００円 

６，９００人以上７，５００人未満 

１８，８９０，０００円 

７，５００人以上８，１００人未満 

２０，４３２，０００円 

８，１００人以上８，７００人未満 

２１，９７４，０００円 

８，７００人以上９，３００人未満 

２３，５１６，０００円 

９，３００人以上９，９００人未満 

２５，０５８，０００円 

９，９００人以上１０，５００人未満 

２６，６００，０００円 

１０，５００人以上１１，１００人未満 

２８，１４２，０００円 

１１，１００人以上１１，７００人未満 

２９，６８４，０００円 

１１，７００人以上１２，３００人未満 



 

３１，２２６，０００円 

１２，３００人以上１２，９００人未満 

３２，７６８，０００円 

１２，９００人以上１３，５００人未満 

３４，３１０，０００円 

１３，５００人以上１４，１００人未満 

３５，８５２，０００円 

１４，１００人以上１４，７００人未満 

３７，３９４，０００円 

１４，７００人以上１５，３００人未満 

３８，９３６，０００円 

１５，３００人以上１５，９００人未満 

４０，４７８，０００円 

１５，９００人以上１６，５００人未満 

４２，０２０，０００円 

１６，５００人以上１７，１００人未満 

４３，５６２，０００円 

１７，１００人以上１７，７００人未満 

４５，１０４，０００円 

１７，７００人以上１８，３００人未満 

４６，６４６，０００円 

１８，３００人以上１８，９００人未満 

４８，１８８，０００円 

１８，９００人以上１９，５００人未満 

４９，７３０，０００円 

１９，５００人以上２０，１００人未満 

５１，２７２，０００円 

 （２） 余裕活用型 

児童１人当たり日額 ２，６００円 

別表統合保育円滑化事業の項中「の保育に係る加配保育士１名」を「（統合保育円滑化

事業の実施のための保育士が配置されているものに限る。）１人」に，「２２０，０００

円」を「６５，３００円」に，「前３号」を「前アからウまで」に，「，医療機関又は町



 

が指定する機関」を「又は医療機関」に，「町長が前４号」を「前アからエまで」に,

「認める者」を「町長が認める児童」に改める。 

附 則 

この告示は，公示の日から施行し，令和７年度分の補助金から適用する。 


